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社舎主義的世界市場の問題

地租改正の歴史的意義 a 
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地
租
改
五
は
明
治
政
府
白
財
政
的
某
礎
を
固
め
る
た
め
に
、
全
園
劃
一
的
に
究
施
せ
ん
と
し
た
も
白
ゼ
は
あ
る
が
、
モ
の
完
成
に
は

十
ヶ
年
の
歳
月
主
要
し
、
府
間
相
に
よ
っ
て
先
後
が
あ
り
、
政
府
の
賢
施
態
度
に
も
緩
告
の
礎
濯
が
み
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
質
地
捨
営
者

た
る
地
方
掛
官
の
在
り
方
と
且
庶
民
居
の
抵
抗
如
何
に
上
っ
て
賓
施
欣
況
を
異
に
し
て
い
る
場
合
が
多
い
。
従
っ
て
、
地
租
改
正
の
匪
史

的
意
義
を
論
ぜ
ん
と
す
れ
ば
、
政
府
の
一
闘
係
法
令
却
益
闘
的
な
集
計
報
告
か
ら
芭
ち
忙
結
論
す
る
の
ぞ
は
在
く
て
、
府
向
脚
毎
の
質
施
経

過
を
検
討
し
て
、
j

そ
の
間
に
ゐ
け
る
地
方
掛
官
白
在
り
方
と
農
民
屠
白
抵
抗
の
カ
と
そ
の
あ
り
か
た
に
在
意
す
る
こ
と
が
必
要
ぜ
あ
ろ

号
。
こ
こ
に
山
口
燃
の
地
租
改
正
を
と
り
あ
げ
て
み
た
の
は
、
こ
れ
が
地
租
改
正
白
典
型
的
形
態
て
あ
る
と
い
う
意
味
て
は
な
い
。
む

し
ろ
山
口
燃
の
場
合
は
、
最
も
例
外
的
左
も
の
に
属
す
る
と
も
み
ら
れ
よ
う
が
、
地
租
改
正
世
、
単
に
円
園
家
的
封
建
土
地
所
有
へ
の

統
一
」
と
み
た
り
で
は
律
し
き
れ
ず
、
む
し
ろ
農
民
的
要
望
の
上
に
た
ち
、
農
民
的
土
地
所
有
丘
町
迭
を
一
か
す
も
心
と
し
て
と
り
あ
げ

て
み
た
も
の
で
あ
る
。
伊
し
、
己
己
て
い
う
農
民
的
土
地
所
有
と
は
、
封
建
的
領
有
平
闘
家
的
封
建
土
地
問
，
有

r謝
し
て
本
百
姓
農
民
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地
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第
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出
国

O 

の
土
地
所
有
の
意
味
て
あ
る
。

周
知
の
如
く
、
明
治
維
新
は
一
般
農
商
同
庁
を
動
員
し
得
た
下
扱
武
士
・
豪
農
商
白
同
盟
に
よ
り
成
立
し
た
と
悼
わ
れ
て
い
る
が
、
そ

れ
が
藩
摺
制
に
結
集
さ
れ
、
諸
藩
連
合
と
た
っ
て
始
め
て
倒
幕
を
途
げ
え
た
も
の
で
あ
る
。
従
づ
て
、
「
御
一
新
」
後
の
天
皇
制
官
僚

に
、
麓
長
土
胞
の
下
級
武
士
中
豪
曲
目
商
が
進
出
し
て
い
て
も
、
そ
れ
は
下
放
武
士
や
豪
農
商
の
代
表
と
し
て
の
政
治
的
参
加
て
は
な
い
。

主
し
て
、
一
般
農
商
居
の
政
治
的
進
出
が
、
地
方
的
藩
制
内
部
て
の
進
出
に
止
め
b
れ
、
中
央
政
治
に
参
加
す
る
た
め
に
は
、
落
槌
制

の
打
破
が
前
提
で
あ
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
版
籍
奉
還
、
駿
落
置
燃
は
そ
う
し
た
封
建
模
カ
の
絶
謝
主
義
天
皇
制

へ
の
統
一
て
あ
り
、
徴
兵
令
平
地
租
改
豆
は
絶
針
主
義
確
立
の
た
め
の
地
な
ら
し
で
あ
っ
た
と
も
い
え

Z
う
。
徴
兵
制
が
絶
叫
剖
主
義
へ

の
「
血
税
」
血
抽
出
に
油
ぎ
た
か
っ
た
比
し
て
も
、
封
建
領
主
の
農
兵
徴
裂
で
は
な
く
て
、
「
四
民
平
等
」
の
ょ
に
た
ヲ
「
閥
民
皆
兵
」

と
し
て
貿
現
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
地
租
改
正
も
、
封
建
地
代
の
単
た
る
形
態
特
化
て
は
左
く
、
封
建
的
諸
制
限
か

b
の
解
放
に
よ
る

農
民
的
土
地
所
有
の
確
認
と
し
て
質
施
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
た
と
え
明
治
政
府
の
意
閏
は
、
封
建
地
代
を
統
一
的
に
継
承
し

τ、
財

政
的
基
礎
を
安
定
す
る
こ
と
だ
け
に
あ
っ
た
と
し
て
も
、
農
民
鳳
閣
の
抵
抗
は
封
建
地
代
の
単
な
る
形
態
特
化
だ
け
で
抑
麗
し
さ
れ
る
も

の
て
は
左
か
っ
た
。
殊
に
維
新
以
来
の
「
尾
大
之
弊
」
を
も
て
あ
ま
し

τき
た
山
口
燃
は
、
新
政
府
に
と
っ
て
も
最
も
厄
介
在
難
治
燃

と
し
て
敬
涙
さ
れ
、
腔
藩
置
牒
直
後
に
大
幅
の
貢
租
減
免
、
更
に
濁
自
の
地
租
改
正
が
笠
施
さ
れ
て
農
民
府
進
出
の
基
盤
と
も
な
づ
て

い
る
。
明
治
七
年
大
騒
省
「
正
院
伺
案
」
に
も
「
山
口
燃
/
如
キ
減
税
相
成
候
共
、
保
理
明
白
コ
候
へ
パ
勿
論
驚
グ
】
一
足
ラ
ズ
、
関
東

其
他
摂
税
/
地
ハ
必
ズ
増
税
可
相
成
候
へ
共
、
叉
枇
阿
ク
一
一
足
ラ
ズ
L

と
述
べ
て
い
る
が
、
己
の
山
口
勝
地
租
改
正
が
二
十
年
代
の
園
舎

て
藩
閥
政
府
攻
撃
と
地
租
斡
減
運
動
の
好
材
料
に
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
山
口
勝
地
租
改
正
は
長
州
藩
な
る
が
故
に
賢
現

し
え
た
特
殊
な
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
以
て
直
ち
に
杢
図
の
地
租
改
主
主
論
ず
る
こ
と
は
出
来
た
い
が
、
維
新
に
協
力
し
て
天
皇
制



昨
一
基
擢
と
な
っ
て
い
く
農
民
屠
D
在
り
方
を
最
も
端
的
に
示
す
も
の
で
あ
り

L

自
由
民
権
運
動
K
針
す
る
或
程
度
の

E
し
い
展
望
を
も

奥
え
る
も
り
て
あ
る
と
い
え
よ
う
。

二
、
明
治
初
期
の
藩
政
改
革

ω明
治
初
期
の
農
民
介
化

幕
末
か
ら
明
治
初
期
に
か
け
亡
白
長
川
蒋
白
農
民
階
層
は
、

1
大
庄
屋
、

て
の
惣
百
姓
、

3
亡
止
百
姓
に
多
い
小
作
、
日
稼
白
三
階
居
K
分
け
る
と
と
が
出
来
る
。

大
庄
屋
、
(
大
年
寄
)
格
白
一
家
農
商
と
は
、
既
に
居
仕
村
落
の
農
業
主
遥
か
に
超
え
た
特
樺
的
友
商
人
高
利
貸
的
地
主
で
あ
っ
て
、

多
額
の
米
銀
献
納
に
よ
っ
て
大
庄
屋
格
(
古
学
帯
刀
の
郷
士
格
)
と
左
担
、
代
官
所
勘
場
を
も
質
質
的
に
支
配
し
て
き
た
薮
官
居
ゼ
あ

丸
紅
等
は
天
保
大
一
撲
に
は
打
段
の
封
ゑ
と
左
り
、
其
後
の
改
宗
」
が
み
ら
れ
た
と
し
て
も
、
農
民
一
撲
を
維
新
戦
K
振
向
け
て
い

く
稗
の
直
接
的
な
農
民
指
迫
力
主
持
っ
て
い
な
か
っ
た
と
と
は
、
下
叡
武
士
白
場
合
と
同
様
で
あ
る
。

農
民
動
員
の
直
接
的
権
営
者
は
惣
百
姓
居
心
先
頭
に
た
っ
頭
百
姓
居
で
あ
る
。
こ
れ
は
幕
末
の
商
品
経
済
白
進
展
に
作
っ
て
上
昇
の

詮
を
た
ど
る
宮
裕
な
本
百
姓
て
あ
り
、
封
建
領
主
に
射
し
て
は
、
抑
但
落
す
る
本
百
姓
門
児
百
姓
心
反
封
建
闘
争
を
背
景
と
し
て
、
困
窮

(
大
年
忠
則
)
格
D
豪
富
の
農
商
、

2
小
商
品
生
産
者
と
し

百
姓
救
済
や
貢
租
減
免
等
を
嘆
願
し
、
他
方
て
は
農
民
的
商
品
生
産
の
捨
手
と
し
て
、
封
建
的
諸
制
限
の
打
破
を
も
求
め
る
も
白
て
あ

っ
た
。
安
政
改
革
は
こ
う
し
た
顕
官
姓
居
に
、
上
昇
白
塗
を
砕
い
た
も
の
で
あ
り
、
文
久
、
庭
憶
に
も
頭
百
姓
の
勘
功
賀
典
を
撰
大
し

て
、
落
惜
制
の
維
持
に
つ
と
め

τさ
た
。

亡
土
百
姓
白
多
く
は
牛
馬
も
持
た
な
い
零
細
た
飯
米
小
作
に
と
ど
ま
り
、
木
綿
貸
織
、
薬
細
工
等
の
内
職
平
年
季
奉
会
、
日
展
を
か
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ね
、
漸
決
に
農
村
共
同
組
か
ら
脱
落
せ
ん
と
す
る
も
の
ゼ
あ
っ
た
。
そ
し
て
幕
末
に
は
己
の
階
居
は
瀬
戸
内
諸
郡
金
始
め
と
し
℃
女
第

に
増
加
し
て
加
た
が
、
来
だ
農
村
の
一
秩
序
を
破
る
程
に
は
な
っ
て
い
た
か
っ
た
。

と
う
し
た
農
村
の
階
居
関
係
は
、
明
治
年
代
に
入
っ
て
如
何
に
鑓
化
し
て
き
た
ぞ
あ
ろ
う
か
。
「
村
方
難
位
」
に
よ
る
貢
和
の
減
免

や
来
約
が
増
加
す
る
に
も
拘
b
ず
、
継
新
戦
及
び
膨
脹
し
た
藩
兵
維
持
白
た
め
に
は
英
太
の
経
費
主
要
し
、
落
財
政
は
完
全
に
い
さ
つ

ま
つ

τい
た
。
落
費
節
約
の
た
め
に
強
行
し
た
諸
除
整
理
は
脆
除
機
動
を
惹
起
し
、
他
方
て
は
貢
租
減
菟
を
要
求
す
る
農
民
一
擦
が
山

間
地
域
に
後
生
し
て
い
る
。
除
隊
騒
動
は
、
来
地
返
上
、
給
様
削
減
に
よ
っ
て
除
除
後
白
生
計
を
断
た
れ
た
軽
茸
士
族
陪
臣
等
が
指
導

レ
た
も
D
て
あ
る
が
、
農
商
出
身
白
隊
員
も
「
元
来
、
此
者
究
は
父
子
兄
弟
た
り
と
も
持
て
飴
し
、
入
隊
い
た
し
た
る
茸
」
と
い
わ
れ
、

除
除
後
も
隊
員
生
活
?
鮮
が
抜
け
友
く
て
遊
堕
豪
著
を
好
与
、
モ
の
た
め
に
生
計
困
難
民
も
陥
り
、
ま
た
官
府
を
恐
が
ず
、
喧
嘩
、
盗

賊
、
徒
巣
狙
訴
の
所
業
に
も
及
び
、
村
方
農
民
の
煩
い
と
た
る
こ
と
が
多
か
っ
た
と
い
%
。
明
治
二
年
白
美
瀬
郡
一
段
も
、
た
し
か
に

奇
兵
隊
除
隊
者
に
よ
っ
て
煽
動
指
揮
さ
れ
た
も
の
て
あ
っ
た
。
し
か
し
、
農
民
一
換
が
最
た
る
外
か
ら
白
煽
動
に
よ
っ
て
起
さ
れ
る
も

の
ぜ
な
い
己
と
は
い
う
ま
て
も
な
い
。
美
繭
郡
の
場
合
に
は
、
年
貢
牧
納
殺
人
が
不
王
桝
を
使
用
し
た
こ
と
か
ら
蜂
起
し
て
、
庄
屋
酒

屋
等
を
打
践
し
、
代
官
所
に
押
し
か
け
て
年
貢
及
び
小
物
成
白
軽
減
、
米
相
場
の
停
止
、
代
官
所
及
び
村
方
役
人
心
退
役
等
を
願
出
た

も
の
で
あ
る
。
一
践
の
性
格
は
天
保
大
一
撲
と
も
あ
ま
り
異
な
っ
て
は
い
た
い
が
、
天
保
大
一
挟
は
農
民
的
商
品
生
産
白
先
進
地
た
る

三
悶
尻
、
山
口
一
撲
が
口
火
と
た
っ
て
山
間
後
進
地
に
波
及
し
た
の
に
比
し
て
、
明
治
二
年
一
挟
は
山
間
後
進
地
域
に
限
b
れ
て
い
た
。

三
田
尻
、
山
口
、
小
郡
等
は
脆
隊
騒
動
の
現
場
て
あ
っ
た
が
、
農
民
蜂
起
は
た
く
、
股
隊
軍
討
伐
白
農
兵
す
ら
出
し
て
い
る
。
即
ち
、
明
治

二
年
脆
隊
騒
動
に
呼
摘
出
し
て
蜂
起
し
た
む
は
「
難
訓
所
検
見
馴
」
の
村
方
で
あ
っ
て
、
「
耕
作
ハ
精
ニ
入
れ
ず
し
て
共
日
之
備
を
事
と
し
、

只
管
見
取
之
寛
容
を
希
ひ
候
様
成
行
、
迭
に
成
立
之
類
無
之
、
衣
第
に
衰
微
に
向
ひ
、
子
供
も
担
批
之
者
ハ
繁
柴
之
地
に
移
り
、
一
周
鈍



不
共
之
者
斗
り
残
属
、
庄
屋
陣
頭
も
相
勤
候
者
も
無
之
」
と

w
っ
た
落
唐
的
分
解
白
烈
し
い
山
間
後
進
地
域
て
あ
る
@
そ
こ
て
は
生
産

ガ
白
建
展
が
極
め

τ低
く
、
封
建
貢
租
白
星
迫
下
に
は
宮
曲
毘
的
上
昇
は
勿
論
の
一
己
と
、
寄
生
地
主
的
土
地
所
有
に
も
進
み
え
な
い
も
白
て

あ
る
。
例
え
ば
、
一
時
間
受
端
り
美
禰
郡
岩
永
村
は
明
治
十
四
年
て
も
田
地
の
小
作
地
率
は
四
ガ
で
あ
り
、
美
瀬
郡
金
憶
に
し

τも
十
六

労
に
鳴
き
な
同
。
己
れ
に
比
し
て
、
コ
一
同
尻
、
小
郡
等
瀬
戸
内
先
進
地
域
て
は
、
特
樺
商
人
臼
高
利
貸
的
土
地
集
中
平
豪
農
商
白
請
負

間
作
も
一
部
に
は
早
く
か
ら
み
ら
れ
る
が
、
全
般
的
に
は
惣
百
姓
居
心
中
農
的
上
昇
と
淡
一
絡
が
、
幕
末
に
到
っ
て
顕
著
と
な
り
は
じ
め
、

頭
百
姓
は
そ
り
中
農
的
上
昇
白
先
頭
に
た
っ
農
民
で
あ
る
。
明
治
維
親
は
、
乙
の
中
農
的
頭
百
姓
府
の
協
力
に
よ
ワ
て
務
韓
制
を
固
め

た
も
の
で
あ
り
、
「
郷
勇
」
と
い
わ
れ
る
農
兵
は
、
そ
り
子
弟
を
中
核
と
し
、
諸
隊
兵
士
や
陪
臣
と
な
っ
た
農
村
山
「
持
て
徐
し
」
者

は
、
彼
等
の
勧
奨
に
主
っ
て
農
村
外
に
排
出
さ
れ
て
い
っ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
中
農
的
本
百
姓
白
上
昇
も
富
農
的
経

替
白
擦
大
に
は
容
易
民
進
み
え
ず
、
耕
作
団
地
を
増
し
て
、
「
下
人
を
雇
ひ
、
牛
を
持
ち
添
へ
、
肥
し
を
求
め
て
能
く
作
り
て
」
も

「
下
人
恩
銀
始
め
、
諸
雑
用
を
引
」
け
ば
勘
定
に
か
か
b
左
い
と
い
ふ
o

縫
っ
て
、
結
局
は
特
模
一
朗
人
と
同
様
な
「
預
ケ
作
」
加
調
米

を
収
納
す
る
地
主
的
所
有
の
績
張
へ
と
準
ま
ざ
る
を
得
な
U
。
彼
等
は
、
生
計
の
主
開
は
自
家
労
働
力
主
中
心
と
し
た
中
農
的
経
営
に

治
さ
つ
ヮ
、
波
落
本
百
姓
の
「
下
菟
田
畑
し
を
買
取
り
、
「
預
ケ
作
加
調
」
を
増
加
し

τ
い
く
。
し
か
し
、
未
だ
農
民
居
か
ら
遊
離
し

た
寄
生
地
主
と
な
る
己
と
在
く
、
農
民
屠
の
分
解
が
進
め
ば
、
そ
れ
だ
け
に
一
居
「
慈
愛
」
を
示
し
て
、
「
地
下
小
民
」
の
信
墜
を
集

め
る
と
と
が
必
要
で
あ
ツ
て
、
農
民
困
窮
、
責
租
減
兎
白
嘆
願
に
も
先
頭
に
立
っ
て
き
た
。
明
治
二
年
民
政
局
記
録
に
も
、
「
一
郡
一

村
に
拍
而
長
と
な
り
、
衆
て
地
下
中
よ
り
も
仰
ぎ
隼
ま
れ
候
者
、
自
身
白
衣
食
を
減
し
、
節
倹
を
重
し
、
其
除
力
主
以
、
地
下
小
民
え

慈
愛
を
施
し
、
貧
富
共
々
一
統
録
音
を
堪
え
一
-
」
と
述
べ
℃
h
v
L
山
。
か
く
て
、
脱
隊
騒
動
に
際
し
て
も
、
と
れ
に
同
調
せ
ん
と
す
る
貧

且
周
居
を
一
撲
に
結
集
せ
し
め
る
と
と
た
く
、
貢
租
減
菟
、
救
助
米
下
附
む
村
方
嘆
願
へ
と
碍
じ
て
い
く
だ
け

ω農
村
支
配
力
を
保
持
し

地
租
改
正
の
歴
且
的
意
義

第
七
十
七
巻

九

第
四
競



地
租
改
正
の
盛
典
的
意
義

第
七
十
七
巻

九
四

第
四
斡

四

τ
い
た
。
し
か
も
、
貧
農
の
一
部
に
は
、
股
隊
敗
残
兵
と
徒
黛
を
組
み
、
銃
器
を
も
っ
て
宮
家
主
荒
し
ま
わ
る
者
も
中
々
跡
を
た
た
な

か
っ
た
も
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
と
う
し
た
務
開
制
の
危
機
を
の
り
き
る
た
め
に
は
、
大
規
模
な
貢
租
減
免
と
貧
民
救
助
が
必
要
で

あ
る
こ
と
は
、
民
政
局
自
障
が
明
治
二
年
既
に
そ
白
質
施
主
求
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
が
、
膨
脹
し
た
藩
出
費
は
そ
の
質
現
を
は

み
、
落
政
改
革
に
よ
る
器
開
制
の
再
編
は
既
に
限
界
黙
に
達
し
て
い
た
と
い
え
よ
う
。

川
刷
版
籍
奉
還

版
籍
奉
還
は
天
皇
制
官
僚
に
よ
る
朝
樺
確
立
策
て
あ
ワ
て
、
藩
制
再
編
の
た
め

ω
落
政
改
革
て
は
た
い
が
、
莫
大
の
器
債
と
「
尾
大

之
搾
」
を
も
て
あ
ま
し
て
き
た
長
川
藩
に
と
っ
て
は
止
む
を
得
た
h
藩
政
改
革
て
も
あ
っ
た
と
円
え
よ
う
。
既
に
明
治
元
年
止
は
、
藩

制

ω
官
等
階
紋
を
整
理
し
て
冗
員
を
省
き
、
一
門
以
下
平
士
に
至
る
ま
で
、
士
族
心
給
椋
は
現
右
の
十
分
之
一
と
定
め
、
翌
二
年
一
月

に
は
兵
制
改
革
、
陪
臣
、
軽
輩
の
辛
族
納
入
等
、
無
用
化
し
た
封
建
家
臣
圏
U
倒
減
を
極
力
推
進
せ
ん
と
し
た
が
、
蒋
権
力
自
身
て
は

そ
む
手
足
を
切
る
こ
と
も
出
来
な
い
始
末
と
な
っ
て
い
た
。
詩
隊
解
散
此
は
「
親
兵
献
上
」
を
機
曾
と
し
、
知
行
削
減
は
「
朝
廷
臼
御

沙
汰
」
と
し
て
始
め
て
質
現
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
と
う
し
た
家
臣
園
削
減
の
た
め
の
改
革
て
基
本
と
恋
っ
た
の
は
、
領
主
白
版
籍
奉

還
に
伴
、
つ
給
領
家
臣
の
釆
地
語
上
で
あ
っ
た
。
長
州
諜
白
封
建
家
巨
に
は
、
土
地
及
び
農
民
を
支
給
さ
れ
た
給
領
家
臣
が
多
く
、
殊
に

一
郷
一
村
支
配
白
上
士
は
、
噺
附
の
陪
臣
、
帳
外
の
新
百
姓
を
も
多
く
取
立
て
て
、
小
領
主
的
な
農
村
支
配
櫨
を
維
持
し
て
き
た
。
落

営
局
は
港
政
改
革
の
度
毎
に
こ
れ
を
制
限
し
、
俸
除
制
に
切
換
え
ん
と
し
て
果
さ
ず
に
き
た
も
心
て
あ
る
。
明
治
二
年
領
主
の
肢
綿
奉

還
と
共
に
、
朝
命
に
よ
る
釆
地
返
上
を
貰
施
し
た
が
、
団
地
面
積
一
高
二
千
除
問
一
(
地
租
改
五
時
白
二
十
五
ガ
)
畑
四
千
九
百
町
(
同
一

五
%
〉
て
モ
白
楓
右
高
は
十
九
高
七
千
石
と
な
っ
て
い
る
。
釆
地
返
ょ
が
給
時
削
減
の
た
め
の
前
提
た
る
己
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、

こ
れ
は
封
建
的
領
有
権
の
吸
牧
に
止
ま
り
、
地
主
的
士
地
所
有
を
否
定
す
る
も
の
て
は
な
か
っ
た
。
即
ち
、
検
地
肢
を
基
準
と
し
て
支



〉

給
し
た
土
地
の
領
有
返
上
で
は
あ
っ
た
が
、
「
下
札
名
前
に
て
所
持
致
し
居
侵
内
総
の
同
畠
山
林
は
少
し
も
御
棒
ひ
無
之
」
と
い
町
、

新
開
作
や
山
林
を
も
農
民
惣
代
の
名
義
に
か
え
て
残
し
た
り
、
釆
地
返
上
の
直
前
に
陪
臣
に
分
割
し
て
蹄
農
せ
し
め
た
場
合
も
あ
り
、

ま
た
、
新
開
作
、
山
林
等
を
大
量
に
抑
下
庭
介
に
附
し
た
例
も
多
く
、
釆
地
返
上
主
機
曾
と
し
た
武
士
及
び
有
力
本
百
姓
の
地
主
佑
が

進
め
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
他
方
て
は
釆
地
返
上
に
伴
う
混
同
此
が
大
き
い
不
安
動
格
を
興
え
た
も
の
と
み
え
、
「
百
姓
も
持
緑
多
分

之
者
〈
拝
し
も
可
相
成
等
と
中
し
ふ
ら
し
、
夫
よ
り
し
て
、
同
畑
貴
買
質
入
の
融
通
も
叶
は
ぬ
い
庭
も
有
之
哉
に
相
問
、
以
之
外
な
る
間

還
に
て
候
」
と
度
々
沙
汰
を
く
り
か
え
し
℃
い
ふ
。

同
別
融
脱
落
置
旧
制

臨
胆
甘
措
置
燃
が
、
版
籍
奉
還
を
更
に
進
め
た
朝
槽
確
立
策
て
あ
り
、
天
皇
制
官
僚
に
よ
っ
て
進
め

b
れ
た
漆
間
創
的
否
定
て
あ
づ
た
こ

と
は
い
う
ま
て
も
夜
い
が
、
落
耀
制
問
慨
に
つ
い
て
み
れ
ば
、
そ
の
矛
盾
が
激
化
し

τ到
底
維
持
さ
れ
難
い
ま
て
に
な
っ
て
い
た
ロ
明

治
二
、
三
年
心
股
隊
騒
動
及
び
農
民
一
撲
は
、
山
口
{
訳
文
蒋
の
会
兵
力
を
あ
げ
た
討
伐
に
よ
っ
て
辛
じ
て
候
躍
し
、
そ
の
指
事
者
を
大

骨
一
に
極
刑
に
虎
し
て
い
る
が
、
貢
租
減
菟
と
士
族
授
産
の
必
要
は
孫
政
官
局
に
も
痛
感
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
殊
に
諜
渡
す
る
木
百
姓
、

貧
農
白
も
つ
反
封
建
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
窮
迫
士
族
に
指
導
さ
れ
、

武
装
さ
れ
る
こ
と
は
、

藩
営
局
キ
絶
封
主
義
官
僚
の
最
も
恐
れ
る

萩
に
は
前
原
一
一
献
を
頂
鮪
と
し
た
不
平
士
族
が
集
ま
り
、
農
村
各
地
に
は
院
除
問
順
兵
が
瀞
ん
て
い
た
が
、

等
が
大
勢
力
と
中
な
る
た
め
に
は
庚
汎
な
農
民
の
支
持
が
必
要
で
あ
り
、
此
賞
味
て
農
村
の
支
配
力
を
も
っ
頭
百
姓
居
の
動
向
が
眼
目
と

と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。

此

な
っ
て
い
た
。
此
知
に
つ
い
て
は
、
上
士
出
身
の
落
政
首
脳
と
、
絶
針
主
義
官
僚
と
の
聞
に
は
、
若
干
の
見
解
の
相
遣
が
あ
っ
た
よ
う

て
あ
る
。
藩
政
首
脳
が
不
平
士
族
の
宥
和
を
事
と
し
て
い
た
の
に
比
し
て
、
木
戸
、
井
上
等
の
絶
樹
、
正
義
官
僚
は
頭
百
姓
厨
の
犯
掻
に

霊
黙
を
沿
い

τ
い
た
。
落
首
局
の
叩
て
も
民
政
指
常
の
民
事
局
(
杉
民
治
い
か
長
官
)
て
は
検
地
石
下
、
御
馳
走
米
慶
止
等
農
民
負
婚
の

地
租
改
正
の
歴
史
的
意
義

部
b
十
七
巻

九
五

第
凶
競

五



地
租
改
正
の
歴
且
的
意
義

第
七
十
一
七
巻

九
プミ

第
四
肢

/、

相
相
減
を
早
く
か
ら
雌
調
し
て
い
る
が
、
藩
政
時
代
に
は
貰
現
さ
れ
な
か
っ
た
。
モ
し
て
、
明
治
四
年
九
月
、
際
藩
置
豚
と
共
に
「
郡
村

菟
下
」
の
調
査
が
れ
わ
れ
、
銀
五
年
か
ら
貢
租
米
二
高
石
の
軽
減
を
み
た
。
更
に
地
下
御
馳
走
米
(
正
租
一
制
心
強
制
等
附
)
、
種
子

貸
付
利
子
(
貸
付
の
四
割
白
利
子
)
、
作
付
飯
米
八
貸
付
三
割
の
利
子
守
門
校
銀
、
浮
従
銀
、
石
大
豆
、
石
役
格
手
等
々
、
農
民
が
か

ね
て
か

b
苦
痛
を
訴
え
て
き
た
小
物
成
の
大
部
介
が
、
殴
藩
世
燃
と
共
に
女
々
と
免
除
さ
れ
て
い
っ
た
り

要
す
る
に
・
慶
縛
置
腕
は
、
落
牒
制
白
終
止
符
て
あ
り
、
藩
政
首
脳
か

b
は
強
飯
な
反
封
が
あ
る
も
の
と
議
想
さ
れ
て
い
た
も
の
で

「
朝
佑
よ
り
威
力
あ
る
も
の
」
と
さ
れ
て
い
た
薩
長
の
反
射
す
ら
、
天
皇
制
官
僚
が
賢
悟
し
て
い
た
摂
て
は
な
か
っ
た
。

あ
っ
た
が
、

殊
に
長
州
藩
心
場
合
に
は
、
農
民
一
換
と
士
族
反
乱
に
は
さ
ま
れ
て
、
藩
担
制
の
縦
持
は
極
め
て
困
難
と
な
っ

τい
た
も
の
で
あ
り
、

落
政
首
脳
も
駿
藩
置
燃
に
反
釘
す
る
よ
り
も
、
そ
れ
を
機
舎
と
し
て
、
落
政
の
矛
盾
を
新
政
府
に
碑
嫁
し
て
解
決
を
は
か
ら
ざ
る
を
得

な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
。

、
地
租
改

E
と
民
〈
昨
日

川

w
地
相
改
止
白
経
過
と
特
質

山
口
燃
の
初
代
鯨
令
は
、
幕
直
と
し
て
最
後
ま
で
薩
長
に
抵
抗

L
て
き
た
中
野
梧
一
て
あ
る
。
明
治
三
年
、
許
さ
れ
て
大
蔵
省
官
僚

と
な
り
、
四
年
に
は
井
上
馨
の
抜
擢
を
う
け
て
初
代
牒
令
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
先
ず
千
を
つ
け
た
の
は
地
租
改
止
で
あ
っ
た
。

部
ち
、
明
治
五
年
二
月
地
券
波
方
規
則
が
公
布
さ
れ
る
平
、
地
租
改
正
必
至
の
情
勢
を
配
向
し
て
、
直
ち
に
地
租
改
正
調
査
K
と
り
か
か

っ
た
も
り
て
あ
る
。
先
F
、
属
僚
l
A
び
腕
脚
下
心
「
老
長
」
を
集
め
亡
、
モ
の
方
法
宇
極
議
し
、

「
五
公
五
民
」
を
目
途
と
し
た
改
組
の

方
法
を
定
め
ん
と
し
た
。
此
れ
に
封
し

τ、
林
勇
賊
、
瀧
口
士
ロ
左
衛
門
等
「
若
農
」
と
し
て
省
集
さ
れ
た
且
庶
民
代
表
は
、
古
一
応
一
七
民
程



度
主
主
張
し
て
反
釘
し
、
勝
令
の
成
墜
に
も
容
易
に
周
す
る
も
の
て
は
な
か
っ
た
。
結
局
、
同
州

ω地
味
と
地
位
を
参
酌
し
て
等
級
を

細
分
し
、
更
に
地
債
の
基
準
と
な
る
「
現
生
米
」
心
見
積
は
加
調
米
(
小
作
料
)
を
参
酌
し
て
軽
減
し
、
上
ノ
上
洞
て
は
「
五
公
五
民
し

て
あ
る
が
全
館
と
し
て
は
「
凶
会
六
民
」
に
納
め
た
の
が
、
明
治
丘
年
九
月
の
有
税
地
調
査
例
と
そ
白
骨
散
で
あ
る
。

モ
の
寅
施
過
程
在
、
地
租
改
正
保
例
に
比
較
し
て
み
る
と
、
積
A

の
相
具
黙
が
あ
げ
ら
れ
る
。

川
加
地
押
丈
量
は
賞
隔
世
械
地
の
検
地
帳
を
そ
の
ま
ま
利
用
し
、
検
地
の
た
か
っ
た
支
藩
及
び
新
開
作
の
み
を
丈
量
し
た
に
過
ぎ
ず
、
モ

れ
も
賓
盾
検
地
に
準
じ

τ六
同
八
五
寸
間
竿
を
用
い
て
い
る
。
従
っ
て
、
同
じ
一
反
と
い
っ
て
も
質
問
積
は
庚
く
、
細
延
隠
同
も
大
き
い
。

ω地
位
等
級
は
、
同
九
等
級
、
畑
十
三
等
級
に
分
げ
、
上
ノ
上
回
の
み
を
五
公
五
民
と
し
、
以
下
、
等
級
が
下
る
毎
に
農
民
取
分
を

増
し
て
い
る
が
、
「
平
地
人
出
家
=
涯
ク
、
姿
菜
積
其
外
雨
作
相
成
、
水
且
寸
/
一
崎
県
ナ
ク
、
上
等
ノ
土
壌
一
一
テ
糞
料
ヲ
減
ズ
ト
雌
モ
豊
熟
シ
、

組
内
農
男
十
王
歳
以
上
五
十
歳
以
下
ノ
人
員
ニ
割
付
五
畝
以
一
内
一
一
テ
、

業
先
進
地
に
も
数
少
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

一
俵
加
調
二
十
五
困
以
上
/
分
」
と
い
う
「
上
ノ
上
回
」
が
農

同
刊
地
債
算
山
由
基
準
た
る
現
生
出
米
(
畑
地
は
婆
)
の
見
積
は
従
来
の
反
別
、
石
高
や
坪
刈
に
闘
係
た
〈
、
田
川
毎
の
小
作
料
を
基

準
と
し
た
「
見
取
」
に
よ
る
と
と
と
し
、
更
に
等
級
差
に
際
じ
て
減
石
し
て
い
〈
。

川
開
基
準
米
萎
慣
(
石
代
)
は
明
治
五
年
九
月
中
旬
よ
り
十
二
月
中
旬
迄
の
燃
内
八
ケ
所
の
平
均
相
場
米
二
図
八
十
九
銭
に
物
侵
騰
貴

の
傾
向
を
加
算
し
て
、
米
一
右
三
困
、
察
一
国
五
十
銭
、
関
四
十
一
銭
の
石
代
を
定
め
た
。

か
く
て
、
田
畑
毎
の
現
生
米
(
萎
)
償
額
を
算
問
し
て
モ
白
十
倍
を
地
債
と
し
、
地
債
の
百
分
の
三
世
経
租
(
地
租
)
百
分
の
二
を

緯
租
(
民
費
)
と
し
た
。
従
っ
て
、
計
ム
さ
れ
た
現
生
米
(
変
)
に
つ
い

τみ
れ
ぽ
、
五
公
五
民
が
貫
か
れ
て
い
る
よ
う
て
あ
る
が
、

モ
れ
は
改
玉
僚
例
に
よ
る
牧
穫
高
て
は
な
く

τ、
小
作
料
を
基
準
と
し
て
等
級
減
額
を
し
た
数
字
で
あ
っ
て
、
総
石
高
か
ら
み
れ
ば
大

地
担
敬
正
の
歴
真
相
意
義

第
七
十
七
巻

二
九
七

相
炉
問
舵

4二



第 1 表

耽地調査

枇
租
改
正
の
陸
且
的
意
義

1iO 

此代金 8回
担租(地問100分ノ 3)

韓租(地慣100分ノ 2)

但 ν5分別u(地主ノ牧盆)

地租金 90銭

此代金 8固88経2!iii
種肥代

地租(地伺100分ノ3)

品費(地債1口2分ノ 1)

2 

1反昔収獲未 1石

内金 00鑓

I! 60銭
小以 1固50箆

残 金 1園町長重
此地償金 30園

1反歩牧獲米 1石2斗9升4合

内金 58銭2庫

" 回12鑓5庫
1/ 37銭5厘

小 W. 2回 8箆2厘
残金 ]闘80鋳

此地債金 37固50錨

但 ν4分 8厘'fU(地主ノ牧盆)

地租金 1固12鍾5厘

第
じ
十
七
巻

九
J¥ 

第
四
鋭

ノに

有

帽
の
滅
右
と
な
ワ
た
も
の
で
あ
る
。

此
の
改
租
調
査
は
六
年
に
完
成
し
、
直
ち
に
大
蔵
省

ω認
可
を
願
出
た
が
、
地

租
改
正
保
例
に
照
合
し
て
検
討
が
加
え
ら
れ
た
結
果
、
民
費
が
地
債
百
分
心
ニ

に
な
っ
て
い
る
黙
を
指
摘
し
、
こ
れ
を
地
租
金
に
組
入
れ
る
こ
と
を
命
じ
た
。

己
れ
に
つ
い
て
は
、
農
民
代
表
、
地
券
掛
共
に
大
い
に
不
穏
営
主
主
張
し
て
や

ま
な
か
っ
た
が
、
百
方
設
献
に
千
を
重
し
、
地
領
再
調
を
官
給
し
て
、
地
慎
二

制
五
分
の
引
上
主
承
服
さ
ぜ
た
も
の
で
あ
る
。
モ
の
調
査
例
の
鍵
還
を
比
較
す

る
と
去
一
心
主
う
に
な
る
。
地
償
百
分
の
一
二
一
た
る
地
租
金
主
珠
定
額
に
引
上
げ

る
た
め
に
、
地
便
、
従
っ
て
牧
穫
米
主
引
上
げ
た
も
り
で
あ
る
が
、
何
れ
に
し

℃
も
寅
際
収
穫
高
か

b
離
れ
た
政
治
的
数
字
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

要
す
る

κ、
政
府
側
て
は
同
北
部
る
だ
け
地
租
金
を
軽
減
し
な
い
よ
う
に
し
、

間
押
牒
側
て
は
地
方
費
た
る
民
費
を
確
保
し
よ
う
と
し
た
も

ωて
は
あ
る
が
、
何

れ
に
し
て
も
、
農
民
山
負
捲
軽
減
の
必
要
は
認
め
ざ
る
を
符
な
か
っ
た
。
そ
し

一t
、
買
質
的
な
軽
減
を
求
め
る
盛
岡
山

ω抵
抗
は
、
地
租
改
正
の
原
則
キ
方
式
に

と
に
よ
ワ
て
、
そ
白
目
的
を
貫
か
ん
と
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
林
勇
識
の
主
張
し
た
「
質
事
に
取
調
べ
候
へ
ば
三
公
七
民
心
目
的
な
る
か
、

反
討
す
る
よ
り
も
、
会
科
収
穫
高
を
貫
牧
高
よ
り
も
出
来
る
だ
け
低
く
す
る
こ



第 3 表

改租新奮税比較

|蓄反別 i新 i則南下云7地 地租 債戸函五7反別比較|税額比較

田 566.182反 579.436反 803，814f'1 596.1211'1 19.870.13氾円 34刊293 (+) 13.234反 (同07，6i21サ

郡付畑宅地
290.158 27.243 

41.077 1，369，241 6.299 }H制凶 }l+)札 27947，390 19.465 684.862 13.691 

市街宅地 522 543 2，410 5，:36 171.泊1 315.079 (+) 20 (+) 2.726 

盤 田 8，226 9β日8 2.932 6，609 220.324 沼 田8 (+) 1.336 (+) ~.677 

山 林 895，513 1.533.745 
2，566 

22，706 756，887 0.493 
}(+)間.290 }(十)叩原 野 6，859 86 2.878 0.419 

荒 現出 113，833 113，833 。
A日h 計 1.自74必7 2.508，934 838.967 691.204 (+ )644，497 (-)147.762 

明治2生年 山口牒4主税麗金子雄一編「札租改正治草誌」所載

(備考) 新富反別に疑問黙あり，一書には閏新反%1)43.273町 1反，畑 24，974町とあり

山林改租は明治13年

相う暗v:t!~号制 *0岡田童話抑制石、ノ 8~必ザJ -¥l，C，小巡特訓恒三ど-P8-¥l，C，付叫小。 υ ゎ;JfJ翌日3割問 0~1<vロミh~~

:!;i -lìiï !lll認í.i1i 0 i\!単h'噌-P iif単記|鳥羽呉ν ヰ唱ヨ~豆\.J笠?ト3i'~ C則自民~O 1 ・ 11~) 0 事F黒ピ-\l ÀJ 制~-言~í.i1i:!;i

←・tli1Kjjii C鮒~~軍司110次)8li¥':!Ii.¥¥-¥l*! (i ¥J ，C，坤 01ぽ 11' リ長占dríil軍習:æ討"1 11 士?援が~~'ヨ口議Q~号!lrr長~~1!

君臣討同E幽;(if: f田智 首長-¥1+午@ 11平ミ4 事長田鋳 11畏



第 8 表

田州地償比較表

二二E二工J空空干三~. 1.王手EE昌三|
山|反 則 49刷J7 回，59315i78，98P3| 山口./

ロ|地債|19，931』 i lM閃，9dl12o，471，1dl1/呈?図

豚l平均問地慣i 叫 1担 割 O悶 25.917

全1反則12mI，od7712，E48，6211512L752，mZ6

地債11.220.118.2'7711.220.404.8生711.107.811.788

l 白 雪反唾一位三一〕dpLUi竺一一一一一
山反 則|19.76919129，49i川 ::H，970.4

口 地 倒倒 1.拐蜘9.9引7E引 1.4ω.4但1b 1L，別i七6
豚 平刊夫均柑ヲ探反開嘗地叫f憤倒閏閏l仏 5 5品l3hbゐ99川川 3d必山も弘hもLjm6 

町 1111 I 11¥. 

金反 月111 1.85ι97(71 1.回 2.852.112.2'77.812ι4 j閏，.，円|円団側 267，245，578I・257，0621，180I 255，325，037 
信組 月 1 円 '" 

)竺丘均亙宣生債生壁一 I 弘主主一 11.118

山|反則 155.9目。11m，513h
』巴円l

口|地債 764.1991 784.岨
附写 円 " 
-'101< I平均反宮地憤 0.190 0.489 一一"1-"'--，一一----，-- '" 町

会 Is>: ~III 1 7，316ρ12.1 I 7.504.849.1 
!1出 f買 I 25.716.796 I 24.318.326 

桐明 凶 可

J三丘均反J担 1雪一一 Iー0.350 O"，.3~3C'3_.L 
〔備考) 山口麻...... 麻肱ー毘

地
現
政
E
の
降
車
的
意
義

G4.:8% 

32.5% 

田

地

山

問

第
七
十
七
愈

146.8% 

林

0 
o 

第
四
世

O 

低
い
か
が
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
明
治

十
四
年
及
び
十
六
年
目
反
首
地
債
も

若
干
低
い
が
、
明
治
一
一
十
三
年
て
は
、

困
地
は
=
一
分
の
二
、
畑
地
は
三
分
白

一
に
も
た
b
左
hv
。
己
れ
は
此
山
年

代
に
入
っ
て
山
口
勝
地
債
を
切
下
げ

た
の
で
は
な
い
。
明
治
十
九
年
地
債

勧業統計

据
置
を
約
点
し
て
六
尺
一
聞
の
正
確

な
反
別
調
査
を
質
施
し
た
結
果
、
反

別
は
著
し
く
増
加
し
た
が
、
地
債
に

は
嬰
更
な
く
、
反
営
り
の
平
均
地
債

の
低
さ
が
明
瞭
と
な
っ
た
も
の
て
あ

る
。
明
治
二
十
四
年
の
園
曾
て
は
回

国ー圭

一
反
牧
穫
八
斗
九
升
、
地
債
二
十
五

国
九
十
銭
、
畑
一
一
広
状
穫
一
斗
六
升
、

地
億
三
回
六
十
銭
の
平
均
に
し
か
な

b
ぬ
山
口
牒
地
債
の
低
古
が
温
求



さ
れ
、
長
関
官
僚
白
専
断
て
あ
る
と
攻
撃
さ
れ
て
W
る
。
確
か
に
山
口
廓
地
租
は
全
園
平
均
に
比
し
て
異
例
的
に
低
く
、
地
主
制
進
展一

の
基
礎
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
必
ず
し
も
長
藩
出
身
の
中
央
官
僚
の
意
固
に
出
た
も
白
と
は
い
え
な
h
。
既
に
明
治
七
年

の
「
井
上
談
話
L

に
よ
る
と
、
「
防
長
は
L

賓
園
に
て
先
ず
上
園
、
下
地
蓄
免
高
し
と
雌
も
、
如
此
地
券
を
菟
し
候
て
、
何
を
以
大
蔵
省

の
脅
計
可
相
立
哉
・
防
長
一
一
州
の
人
民
袖
や
た
も
と
へ
取
付
も
議
理
至
極
だ
が
、
文
太
(
井
上
聞
多
)
在
勤
中
に
候
へ
ば
、
と
て
も

折
合
不
申
、
計
算
不
立
し
て
大
蔵
省
へ
御
持
出
相
成
、
米
領
、
主
一
国
替
等
と
自
主
、
今
日
に
至
り
、
ど
の
様
の
顔
に
て
印
さ
れ
る
も
の

り

か
」
と
述
べ

τい
る
。
己
れ
は
、
士
族
叛
飽
に
そ
た
え
て
、
農
民
屠
を
把
握
し
て
い
か
ね
ば
左
ら
た
か
っ
た
絶
謝
主
義
成
立
期
の
譲

歩
て
は
あ
っ
た
が
、
地
租
改
正
を
契
機
と
し
た
農
民
臨
畑
山
政
治
的
準
出
を
も
無
観
す
る
己
と
は
出
来
危
い
で
あ
ろ
う
。

川

w
解
合
と
協
同
舎
世

上
諸
の
地
租
改
玉
は
、
単
に
貢
租
負
抽
惜
の
軽
減
で
あ
っ
た
白
み
で
は
な
く
て
、
農
民
的
土
地
所
有
の
確
認
を
前
提
し
、
農
民
の
豚
政

参
加
に
も
遣
を
ひ

b
い
た
も
の
で
あ
る
。
即
ち
、
明
治
六
年
地
租
改
正
の
進
捗
と
併
行
し
て
、
土
地
及
び
農
民
に
劃
す
る
封
建
的
諸
制

限
は
，
次
々
と
解
除
さ
れ
、
肥
料
、
農
具
、
農
産
物
の
燃
外
取
引
も
自
由
と
な
っ
た
。
六
年
の
豚
舎
決
議
に
も
「
従
旅
人
民
の
所
謂
官
回

の
名
稀
私
有
地
と
た
り
、
同
畑
の
別
な
く
一
般
耕
地

ι改
稿
し
、
加
之
地
租
改
王
伺
之
遁
許
可
を
得
バ
金
税
と
相
成
ベ
く
、
然
れ
ば
土

地
之
便
宜
に
随
ひ
、
回
世
畑
と
な
し
、
畑
を
田
と
た
す
も
、
叉
は
桑
茶
を
植
え
る
も
其
作
主
の
欲
す
る
所
に
任
せ
、
牧
穫
の
利
を
皆
む
。

ー
だ
れ
営
然
の
儀
た
る
べ
し
」
と
し
て
い
る
。

農
民
の
照
政
参
加
は
、
明
治
五
年
地
努
税
法
(
地
租
改
正
)
の
一
審
議
及
び
台
散
に
各
郡
の
「
老
農
」
を
召
集
し
た
の
に
始
ま
り
、
同
六

年
に
は
「
合
議
章
程
」
を
布
蓮
し
て
、
各
都
「
地
下
惣
代
人
」
と
士
族
、
制
官
、
借
侶
の
各
代
表
お
を
舎
同
せ
し
め
、
「
人
民
一
般
ユ

闘
ス
ル
事
/
極
孟
ニ
依
リ
、
其
質
地
一
一
施
行
ス
ベ
キ
遇
宜
ノ
法
ヲ
議
定
」
せ
し
め
る
こ
と
と
し
た
。
六
年
の
議
決
に
は
、
窮
民
救
岨
法
、

地
相
改
正
の
陸
且
的
意
義

第
七
十
七
巻

O 

第
四
蹴



地
租
改
正
円
時
間
且
的
意
義

第
七
十
七
巻

。

第
四
践

小
問
中
核
醤
閣
申
校
の
設
立
、
土
木
及
び
紳
祉
の
費
用
負
権
、
緯
租
(
民
費
〉
白
使
途
と
計
算
公
開
等
て
あ
る
。
一
見
に
明
治
七
年
に
は
濯
奉
制

代
議
人
と
各
厄
(
郡
)
恒
長
に
よ
る
勝
時
間
を
召
集
し
た
が
、
モ
の
主
要
議
題
は
勤
業
局
の
鹿
止
と
授
産
局
、
及
び
協
同
曾
祉
の
設
立
で

あ
っ
た
。
動
業
局
は
明
治
六
年
七
月
「
士
族
/
生
産
ヲ
劫
メ
、
農
商
/
皆
業
ヲ
導
ク
慮
」
と
し
て
設
置
さ
れ
、
モ
の
資
金
に
は
士
肢
の

積
金
、
農
商
の
義
倉
金
穀
が
あ
て
ら
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
が
、
己
れ
を
廃
止
し
て
、
モ
の
資
金
五
十
世
阿
国
、
現
米
五
高
宥
を
分
割
還
附

し
、
士
族
に
ご
十
甘
両
国
ゼ
授
産
局
、
農
商
に
二
十
五
高
閣
と
現
米
五
高
石
て
防
長
協
同
曾
祉
を
設
置
せ
し
め
た
も
の
で
あ
る
。
此
の
勧
業

局
資
金
は
大
部
分
が
農
商
白
義
倉
金
穀
ゼ
あ
ヲ
て
、
士
族
の
積
金
は
少
額
で
あ
っ
た
か
ら
、
農
民
代
表
は
切
平
案
に
承
服
す
る
わ
け
も

な
か
っ
た
。
し
か
る
に
、
七
年
二
月
佐
賀
の
飢
以
来
、
萩
士
族
の
一
民
政
府
運
動
が
表
面
化
し
、
除
隊
蹄
順
兵
も
活
液
に
勤
き
は
じ
め
た

の
で
、
こ
れ
を
宥
和
す
る
こ
と
が
蛍
面
の
問
題
と
在
っ
て
き
た
。
そ
己
て
、
中
野
豚
令
は
木
戸
、
井
上
等
に
斡
旋
を
依
頼
し
、
そ
の
威

勢
に
よ
っ
て
、
医
長
、
代
議
人
等
主
承
服
せ
し
め
た
も
の
て
あ
る
。
授
産
局
は
士
放
の
移
住
問
響
、
養
制
品
並
〈
閥
、
子
弟
教
育
等
を
行
ひ
、

協
同
舎
祉
は
地
租
金
引
営
米
の
販
買
を
任
務
と
し
て
い
た
。
即
ち
、
間
柄
下
全
農
民
か
ら
石
三
闘
の
剖
合
て
地
租
金
引
官
米
を
う
け
と
り
、

こ
れ
を
販
費
し

τ地
租
金
を
一
括
代
納
し
、
諸
経
費
を
差
引
い
て
剰
鎗
金
が
出
れ
ば
、
引
首
米
額
に
感
じ
て
農
民
に
還
附
す
る
仕
組
で

あ
っ
た
。
明
治
七
年
度
分
の
決
算
報
告
に
よ
る
と
、
引
首
米
十
九
高
八
千
石
の
中
て
、
上
校
給
椋
へ
の
買
波
十
高
四
千
右
、
感
内
賢
糾
五

高
八
千
石
、
大
阪
買
米
三
高
一
千
石
で
あ
っ
て
、
そ
の
費
米
代
金
百
三
十
二
古
内
閣
か

b
地
租
金
五
十
九
高
六
千
闘
を
納
め
、
剰
飴
金
四

十
七
高
七
千
国
(
石
別
二
国
四
十
銭
)
か
ら
地
雰
費
、
民
費
等
二
十
高
九
千
国
主
差
引
い
て
、
抽
出
り
を
農
民
に
損
附
し
た
。
経
づ
て
、

「
協
同
合
計
ヨ
リ
割
返
シ

F
ル
報
告
ノ
金
額
ト
、
人
民
ノ
受
取
グ
ル
現
金
ト
ハ
、
其
聞
大
イ
ニ
相
還
さ
ア
不
足
ス
ル
ハ
如
何
ニ
L

L

し
い
っ

た
疑
惑
が
各
地
白
農
民
聞
に
時
間
主
つ
で
。
即
ち
、
地
租
金
引
蛍
米
の
制
は
地
租
金
納
の
混
臥
と
米
債
下
落
を
防
ぎ
は
し
た
が
、
米
伺
騰
貴

の
利
益
を
螺
及
び
郡
村
の
財
政
に
吸
収
す
る
ζ

と
と
在
っ
た
た
め
に
農
民
居
の
不
満
は
大
き
く
、
弧
硬
に
苦
情
者
訴
え
る
者
が
多
く
主



っ
て
き
た
。
明
治
八
、
九
年
、
都
濃
郡
閏
布
施
村
の
閣
光
幸
兵
衛
等
の
嘆
願
書
に
よ
れ
ば
、
「
下
作
之
者
自
奥
之
耕
地
無
御
座
、
無
様
、

加
調
米
一
一
付
、
前
々
之
行
形
も
有
之
儀
一
付
、
従
前
之
遁
御
上
納
仕
来
候
慮
、
近
年
米
債
高
直
三
別
テ
ハ
タ
務
之
百
姓
殊
之
外
難
杭
一
一
立

到
リ
候
問
、
乍
恐
先
般
被
仰
出
之
御
趣
意
之
通
、
税
租
百
分
之
三
金
納
=
被
仰
付
候
八
、
、
下
作
之
窮
民
ハ
素
ヨ
リ
、
都
テ
耕
民
成

立
、
・
・
・
」
と
小
作
科
を
も
含
め
て
す
べ
て
を
金
納
K
願
出
て
い
る
よ
う
て
あ
る
が
、
麻
聴
が
呼
出
し
て
問
い
た
だ
し
た
と
こ
ろ
、
「
下

作
之
者
、
地
主
へ
納
候
加
調
米
ハ
行
鴨
川
之
誼
相
納
可
申
俣
符
共
、
御
年
貢
エ
営
ル
分
八
金
納
三
岡
替
ニ
す
テ
請
方
相
成
候
様
」
と
い
う

も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
熊
毛
、
都
議
地
方
て
は
還
附
金
を
め
ぐ
っ
て
不
穏
の
形
勢
が
濃
く
た

P
、
代
議
人
の
中
に
も
異
議
を
唱
え
る

者
が
続
出
し
た
白
て
、
代
議
人
選
卑
制
を
改
め
、
「
各
村
内
、
読
人
百
姓
、
十
人
頭
並
に
地
下
重
立
候
者
」
の
委
任
欣
を
も
っ
て
曾
議
に

臨
む
こ
と
を
命
じ
た
が
、
他
方
て
は
九
年
以
後
の
地
租
金
引
蛍
米
制
は
農
民
の
自
由
に
委
ね
る
こ
と
と
し
た
。
そ
の
結
果
、
九
年
心
引

首
米
取
扱
は
ニ
高
石
(
前
年
の
一
割
)
に
激
減
し
、
十
年
に
は
士
族
給
総
の
振
替
の
便
も
な
く
た
っ
た
の
で
、
協
同
合
祉
の
機
能
は
殆

「
協
同
合
祉
は
賛
物
た
り
、
此
れ
を
陵
止
し
、
解
散
す
べ
し
」
の
定
見
が

ん
ど
停
頓
す
る
に
到
っ
た
。
モ
し
て
、
豚
舎
に
お
い
て
も
、

議
場
に
充
満
し
た
と
い
う
切
此
の
協
同
曾
祉
の
地
租
金
引
営
米
制
は
、
後
年
な
が
〈
農
民
心
疑
惑
心
的
で
あ
り
、
明
治
二
十
七
年
に
は
地

租
引
常
米
遁
剰
金
の
下
戻
請
附
が
園
舎
に
提
出
さ
れ
た
。
そ
れ
は
明
治
七
、
八
年
の
協
同
舎
駐
報
昔
の
米
償
は
時
慣
に
比
し
て
安
き
に

過
ぎ
、
多
額
の
過
剰
金
が
出
た
筈
で
あ
る
が
混
附
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
こ
れ
を
闘
家
柿
債
に
よ
っ
て
下
戻
さ
れ
た
い
と
い
う
に
あ
っ
た
。

此
白
詩
願
は
豚
隠
の
外
郭
曾
祉
と
し
て
運
営
さ
れ
た
協
同
舎
祉
に
は
あ
て
は
め
る
べ
〈
も
た
か
っ
た
が
、
自
由
黛
、
改
進
業
等
の
長
悶

打
倒
運
動
に
利
用
さ
れ
、
営
時
協
同
曾
祉
を
主
要
取
引
先
と
し
て
い
た
先
牧
舎
祉
の
井
上
馨
等
と
の
つ
な
が
り
が
追
求
さ
れ
た
が
、
う

や
む
平
の
中
に
終
っ
て
い
ふ
下

要
す
る
に
、
山
口
勝
地
租
改
正
は
、
単
な
る
貢
租
減
免
キ
封
建
地
代
の
形
態
聴
佑
で
は
な
く

τ、
農
民
的
土
地
所
有
を
確
認
し
、
曲
直

地
組
改
正
の
歴
且
的
意
義

第
七
十
七
巻

O 

第
四
披



地
租
世
正
の
塵
且
的
意
義

第
七
十
七
巻

O 
回

第
四
肢

四

民
代
表
の
勝
政
参
加
を
認
め
る
こ
と
に
よ
っ

τ資
現
し
た
も
白
で
あ
る
。
モ
し
て
、
其
後
の
米
債
騰
貴
に
よ
る
地
租
軽
減
の
利
益
を
完

全
に
手
中
に
お
さ
め
ん
と
す
る
も
の
て
も
あ
っ
た
。
そ
し

τ、
こ
れ
が
農
民
屠
の
要
求
に
劃
す
る
燃
臆
の
譲
歩
で
あ
っ
た
と
と
は
埼
へ

る
活
も
な
い
が
、
そ
の
譲
歩
を
促
し
た
の
は
士
族
叛
飢
の
懸
念
て
あ
る
。
士
族
宥
和
の
た
め
に
士
族
授
産
を
強
化
す
る
と
共
に
、
農
民

の
勝
政
参
加
を
認
め
て
、
士
族
叛
剖
叫
に
農
民
居
が
呼
醸
し
な
hv
開
制
を
と
る
こ
と
が
必
要
で
あ
っ
た
。
明
治
九
年
萩
・
徳
山
の
士
族
叛

閣
剛
氏
農
民
層
心
同
調
が
み
ら
れ
ず
、
其
後
の
向
白
民
権
運
動
が
活
設
に
起
b
た
か
っ
た
り
も
、
こ
う
し
た
膝
政
の
成
果
で
あ
っ
た
と
い
え

よ
う
。
明
治
十
六
年
の
山
口
勝
政
窯
に
は
萩
の
長
防
自
由
蕪
心
名
も
み
ら
れ
る
が
、
薬
員
六
名
、
三
ヶ
月
て
解
散
し
、
初
代
牒
曾
議
長
官

富
筒
」
(
藤
兵
衛
)
を
主
幹
と
す
る
鴻
城
改
進
黛
は
山
口
、
及
び
瀬
戸
内
諸
村
の
地
主
、
農
民
を
結
集
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
綱
領
に

は
、
「
許
良
ナ
ル
立
憲
政
閥
、
地
方
分
権
、
内
地
改
良
」
白
三
ケ
侠A

を
あ
げ
て
い
る
。
勝
政
を
牛
耳
っ
て
き
た
の
は
こ
う
し
た
地
主
厨
て
あ

り
、
政
府
心
強
硬
な
中
央
集
権
と
海
外
侵
略
に
は
反
封
し
つ
つ
、
自
由
同
様
的
氏
擁
運
動
に
は
伺
調
し
な
い
立
場
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

四
、
寄
生
地
主
制
の
進
展

∞
小
作
地
割
合
の
増
加

地
租
改
正
の
結
果
が
封
建
貢
租
や
金
園
地
租
に
比
較
し
て
大
幅
の
負
捨
蝦
減
て
あ
る
こ
と
は
、
既
述
の
遇
ゼ
あ
る
が
、
農
民
の
寅
際

負
捲
葎
を
正
確
に
算
定
す
る
こ
と
は
出
来
左
い
。
有
税
地
調
査
例
に
よ
れ
ば
、
=
干
八
%
胆
と
た
る
よ
う
に
も
み
え
る
が
、
そ
の
牧
穫

品
れ
が
賢
取
高
て
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
地
租
改
正
結
果
に
よ
る
平
均
反
営
現
生
米
は
、
一
石
一
斗
六
升
て
あ
る
が
、
買
際
の
面

積
、
収
穫
高
は
造
か
に
己
れ
を
超
え

τ
い
た
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
「
初
年
以
来
の
米
萎
作
沿
革
」
に
よ
る
と
、
反
蛍
収
量
は
上
回

二
右
四
、
主
斗
、
中
回
二
石
、
下
回
一
右
四
、
五
斗
が
平
地
農
村
の
普
通
般
況
で
あ
っ
た
と
い
え
る
が
、
反
牧
、
延
畝
共
に
地
域
差
が
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地
租
改
正
の
歴
且
的
意
義

第
七
十
七
巻

。

第
四
時
踊

ノ、

で
あ
る
。
地
租
五
闘
は
岡
地
豆
反
一
畝
徐
に
首
る
が
、
寅
面
積
が
こ
れ
よ
り
相
営
庚
い
こ
と
は
既
述
の
と
と
ろ
で
あ
る
。
五
回
未
満
の

零
細
所
有
が
一
墜
倒
的
に
多
い
己
と
は
各
都
共
に
同
じ
で
あ
る
が
、
モ
心
中
て
も
、
瀬
戸
内
諾
郡
に
は
三
十
園
、
五
十
間
以
上
が
比
較
的

に
多
く
、
美
粥
郡
、
厚
狭
郡
、
豊
浦
郡
等
の
西
部
地
域
て
は
、
五
図
、
十
回
居
の
集
中
度
が
比
較
的
に
高
H
。

笥

己
う
し
た
土
地
所
有
構
成

ω中
て
小
作
地
山
比
率
は
ど
れ
程
ゼ
あ
ろ
う
か
。
同
じ
十
四
年
目
「
小
作
米
取
調
一
件
」
に
よ
っ
て
、
郡

村
別
小
作
地
率
白
欣
況
を
ま
と
め
る
と
表
五
と
な
る
。
己
れ
は
、
膝
下
杢
郡
で
は
な
く
、
し
か
も
同
地
白
み
て
あ
っ
て
、
こ
れ
か
ら
廓

全
髄
白
小
作
地
割
合
主
結
論
す
る
己
と
は
出
来
な
い
が
、
小
作
地
欣
況
心
傾
向
を
推
測
す
る
こ
と
は
出
来
る
で
あ
ろ
う
。
山
間
後
進
地

域
て
離
付
者
の
多
hv
美
鰯
郡
は
、
一
六
・
=
形
、
耕
地
白
乏
し
い
海
演
地
域
た
る
大
島
郡
が
二
八
・
四
d
p
、
其
他
白
諸
郡
て
は
、
明
治

十
六
年
間
肺
平
均
の
小
作
地
率
一
一
二
・
六
泌
を
も
超
え
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
を
村
落
別
に
み
る
と
、
村
落
に
よ
る
地
域
差
が
極
め
て

大
き
い
こ
と
が
明
際
で
あ
る
。
二
o
d
p
以
下
の
村
落
が
、
美
禰
郡
は
勿
論
、
各
都
共
に
相
営
数
あ
る
反
面
、
既
に
五
o
d
p
を
こ
え
る
も

の
も
可
成
あ
り
、
一

o
o
d
p
と
い
う
と
と
ろ
も
み
b
れ
る
。
各
都
宍
に
共
遁
し
℃
い
る
こ
と
は
、
小
作
地
域
中
心
殊
に
低
い
の
は
曲
目
業
後

遺
地
た
る
山
間
村
落
て
あ
り
、
殊
に
高
率
な
の
仕
新
開
作
村
落
て
あ
る
。
己
れ
は
、
給
領
主
や
豪
農
尚
に
よ
る
干
拓
地
が
少
数
心
大
地
主

臼
所
有
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
山
間
後
準
地
て
は
等
細
農
耕
が
脆
落
し

τ、
五
反
府
、
一
町
居
心
自
作
が
、
相
封
的
に
多

く
残
容
し
、
小
作
地
率
は
極
め
て
低
い
ま
ま
に
止
ま
つ

τ
い
る
に
比
し
て
、
折
田
村
落
て
は
、
干
拓
以
来
の
閃
作
地
主
に
よ
る
大
土
地

所
有
が
存
在
し
、
農
業
先
進
地
域
て
は
、
一
町
居
、
一
三
町
居
心
自
作
地
主
が
比
較
的
に
多
く
、
全
般
的
小
作
地
域
呼
は
一
二
o
d
p前
後
に
と
ど

ま
り
、
大
き
い
寄
生
地
主
は
ま
だ
少
数
で
あ
っ
た
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
更
に
、
と
れ
を
明
治
一
一
十
六
年
白
小
作
地
割
合
に
比
較
し

τみ
る
と
、
そ
の
豚
千
均
四

0
・
七
%
一
八
回
地
の
み
)
、

全
般
的
に
著
し
い
増
加
と
な
り
、
寄
生
地
主
的
土
地
所
有
の
念
品
棋
な
進
展
を
一
万

し
て
い
る
。
(
勝
平
均
む
最
高
は
大
正
四
年
白
四
五
d
p
v
熊
毛
、
都
濃
等
て
は
五

0
4月
前
後
、
美
禰
大
島
も
凹

0
4舟
に
は
ね
あ
が
っ
て
い
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第 5 表 田地小作地車別村童生之郡日Iノト作地車

田地小作地帯用1) 村薮 (明治14，年) | 明田地治小作26地年車

1
1管下1105%lt羽町ZmFZμ何%|6ZJozd815%同敦賀敷院望小!地直|比事

l際丈
島

郡君

Z5l|1i

3 9 12 2 3 
11 

1 1 0 1 BB 284% 
左

41.5

毛 o 11  1 2 1 5 1 4 0 1 0 1 0 1 0 1 (12) 1 (36，3) 49，2 

都 濃 6 1 10 1 6 1 6 1 3 1 4 1 6 1 4 1 1 1 46 1 38，6 に 50.5

厚狭郡 14 10 7 5 4 。 2 2 6 50 32.8 同 49.7 

美繭 調I 6 10 3 2 l ] 。 O O 23 16.2 
じ

38.6 

2 7 5 6 2 。。 2 O 24 34.4 4L5 

間ケ闘E 1 1 2 43.2 40.3 

件司郡 35.4 

地直|比宰 f帯 郡 32.0 
明治14年ノ]、作米軍調一件 l見事鹿)

佐波郡
lfO

阿武郡部5
明治26年山口感動業統計

吉敷郡 44.0 廓平均， 40.7 

ミヨ~~話同 E歯叫宰相擁 味-¥l十-¥l@ 1110-¥1 署長国絹 川平
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(1) 
ド明利1.8

防波郡|
吉設司同1.8

豊浦剖1.2

阿武罰百 2.4

明治14年小作未取調一件
同 21年農事調査表
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反嘗収支比輯表(明治21年)

子 1_IB_ャよ竺到巴ーや I~

籾升|品川jilf胡

O 
A 

表

支

二二区作料恒割竺
金額I5.50 I 0.20 

内 l米l右1斗|器具費

7 第

平

地
和
歌

E
白
昼
且
的
意
義

1可
10.692 

型竺竺土
円ヲ l

L 419 I 3.09 I 0.20 

柴草 問27人宇|牛 4日
195世

厩肥 96明|女 15人|侠 4
石灰 45ft'!

円

0.1γ 

籾Mr5合

20 

日
切

l

一m

o
 

謹

円

(金額I5.510 
山市|

日米1石017

ざ韻

地

村

言十

H 
1.139 ijl己7JLJ日目事

公ノ

I'J Pl 
0.090 i 0.8生O

四

日 184
1'1 
0.566 

十可

9.852 
H 
0.376 (金額I 9.476 

山内|玄米
1茅i8-，孔

屑米
1斗

第
レ
】
十
七
巻

87貫

tt課

山口県高農地調査表

品
種
白
進
歩
に
よ
7
て
牧
穫
高
金

増
し
、
二
十
一
日
沖
て
は
平
地
農
村

の
反
牧
二
右
凹
斗
、
山
村
反
牧
一

右
八
斗
も
必
ず
し
も
過
大
評
債
て

は
な
い
よ
う
て
あ
る
。
そ
し
て
、

小
作
料
は
、
四
l

地
農
村
て
は
必
ず

し
も
騰
貴
し
て
い
な
い
が
、
山
村

て
は
生
産
の
進
展
と
共
に
増
加
し
、

平
地
農
村
と
山
村
の
差
が
小
さ
く

な
っ
て
き
た
。
二
十
一
年
曲
障
害
調

査
表
陀
よ
る
と
、
各
郡
別
地
方
差

は
小
さ
く
な
り
、
平
地
農
村
の
小

作
料
一
石
一
斗
、
山
地
長
村
一
右

一
升
と
し
て
計
算
し
て
い
る
。
し

か
し
、
と
れ
を
一
反
歩
首
り
の
米

作
収
支
比
較
表
か

b
み
る
と
、
平

地
農
村
と
山
村
と
で
は
相
官
左
差

三

O
九

第
四
日
田

ブL



地
租
改

E
の
陸
典
的
意
義

ι記瓦冗rふヱ国出ず去九刈亙副4
11 l 

地心(ド5日九

地十|卜2 イ沖坤2盟8…9哨イ…い%イ沖l卜川4“67…一引二司団~311-:「

% 

100 

平

IlJ 

τ、
山
村
は
米
は
高
く
、
賃
銀
は
低
く
、
小
作
料
は
割
高
で
あ
っ
て
、
地
主
得
介
の
み
が
殊
に
高
〈
た
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

「
地
主
ト
小
作
人
ト
ハ
古
来
殆
ン
ド

(備考 )

鍔賃部分を小作得分に青む

第
七
十
じ
巻

O 

第
四
按

四
O 

具
の
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
表
七
は
農
事
調
査
表
に
よ
っ
た
も
の
で
あ
ワ
て
、

各
項
の
単
慣
が
平
地
と
山
村
て
は
異
な
り
、
現
物
部
分
の
評
債
も
相
具
し
て
い
る
の

で
、
此
の
計
算
が
賢
肢
を
ど
の
程
度
迄
表
明
し
て
い
る
か
は
明
ら
か
て
は
た
h
が
、
平

地
農
村
と
山
村
と
で
は
反
常
牧
量
が
異
な
る
だ
け
で
な
く
て
、
投
下
努
働
、
及
び
肥
料

額
も
ち
が
い
、
山
村
農
業
が
牧
支
償
は
ず
し
て
持
賃
部
分
に
喰
い
己
与
、
千
地
農
業

て
は
、
若
干
の
剰
鮎
闘
が
あ
る
こ
と
に
た
っ
て
い
る
。
以
止
の
計
算
を
基
礎
と
し
て
地

主
、
小
作
、
公
費
の
取
得
割
合
を
算
出
す
る
と
表
八
と
な
る
。
賃
銀
部
分
を
小
作
得

分
に
入
れ
る
と
、
小
作
得
分
は
4
l
地
凶
七
・
九
%
、
山
地
一
八
・

λ
係
、
地
主
は
平

地
四
一
・
二
一
ガ
山
地
六

0
・
一
一
%
と
な
っ
て
、
会
費
負
捨
は
何
れ
も
一

O
M飴
て
あ

る
。
し
か
し
、
賃
銀
部
分
を
除
い
て
計
算
す
る
平
地
の
小
作
得
分
は
二
五
・
七
%
、

地
主
得
分
は
五
八
・
九
ガ
と
な
り
、
公
費
負
捨
は
一
五
d
p
徐
と
た
る
。
し
か
る
に
、

山
地
て
は
小
作
は
八
十
四
銭
の
赤
字
と
た
り
、
反
常
収
集
の
一

O
六
d
p
徐
(
内
て
公

費
凡
打
六
必
)
を
地
中
一
が
牧
得
し
て
い
る
己
と
に
左
る
。
こ
の
計
算
に
は
、
米
債
が
平

地
て
丘
圏
、
山
村
て
は
五
回
一
六
銭
七
民
て
あ
り
、
賃
銀
は
作
業
に
よ
っ
て
異
な
る

が
、
平
地
白
勢
一
コ
一
銭
、
女
八
銭
に
比
し

τ、
山
村
て
は
男
八
銭
、
女
六
銭
て
あ
っ

最
後
に
、
地
主
と
小
作
人
と
の
関
係
に
つ
い
て
一
言
し
て
沿
こ
う
。
曲
民
事
調
蒼
表
に
よ
る
と
、



主
従
ノ
関
係
ヲ
ナ
シ
、
共
開
紛
宰
ヲ
生
ズ
ル
ヨ
ト
貨
ニ
稀
ニ
シ
テ
、
絶
一
ア
書
面
契
約
ヲ
結
ピ
シ
2

ト
ア
フ
ザ
V

ド
モ
、
近
年
ニ
至
リ
、

其
ノ
契
約
ノ
不
完
全
ナ
ル
ヨ
リ
凶
歳
一
一
首
リ
間
々
紛
争
プ
生
ズ
ル
コ
ト
ア
リ
一
:
」
と
い
う
。
「
間
々
紛
争
ヲ
生
ズ
ル
」
例
が
瀬
戸
内
の

平
地
農
村
に
多
〈
、
主
従
闘
係
の
眠
い
裏
日
本
の
山
間
村
落
て
は
、
親
方
子
万
平
家
抱
関
係
が
強
〈
、
肥
料
代
米
、
植
付
飯
米
を
地
主
か

ら
借
り
て
牧
積
時
に
返
梢
す
る
慣
習
も
あ
る
が
、
己
れ
は
、
奮
落
時
代
、
落
臨
の
行
っ
て
き
た
も
の
を
地
主
が
踏
襲
し
た
も
白
て
あ
る
。

か
く
て
、
モ
の
封
建
的
性
格
に
は
濃
淡
が
あ
る
に
し
℃
も
、
山
口
勝
目
寄
生
地
主
制
は
、
十
年
末
か

b
二
十
年
代
に
か
け
て
確
立
し

た
も
の
と
み
る

q

へ
き
で
あ
ろ
う
。
明
治
十
九
年
、
勝
曾
の
決
議
に
よ
っ
て
調
企
費
を
支
出
し
、
士
地
調
査
(
但
し
地
債
は
措
置
〉
を
賢

施
し
た
の
も
、
「
地
種
、
境
界
、
反
別
、
丈
量
一
等
名
賀
ノ
正
否
ハ
所
有
権
利
ノ
消
長
一
一
大
ニ
閥
係
ヲ
生
ジ
費
買
貸
借
ノ
間
コ
疑
悟
交

諸

々
生
ジ
、
菅
z

貴
重
/
財
産
ヲ
シ
テ
其
ノ
殻
ヲ
失
フ
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
」
と
い
う
に
あ
り
、
ま
た
同
年
豚
曾
よ
り
勝
憾
に
要
請
し
て
、
米

商
組
合
及
び
米
撰
俵
製
組
合
を
作
b
せ
、
米
質
及
び
俵
援
の
改
良
と
総
出
米
検
査
制
を
質
施
す
る
等
、
何
れ
も
賂
曾
が
モ
の
主
導
植
を

握
っ
て
い
る
が
、
営
時
の
豚
曾
が
地
主
暦
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
述
ベ
る
ま
て
も
た
い
で
あ
ろ
う
。

五
、
結

語

以
上
は
、
落
及
び
勝
臆
白
費
料
を
中
心
と
し
て
地
+
刀
史
料
を
梢
い
つ
つ
、
山
口
勝
地
租
改
正
の
歴
史
的
意
義
を
朗
ら
か
に
し
よ
う
と

試
h
p
た
も
の
で
あ
る
。

要
す
る
に
、
山
口
燃
に
於
て
質
施
さ
れ
た
地
租
改

E
は
、
車
在
る
封
建
地
代
の
形
態
特
化
て
は
な
く
、
農
民
的
土
地
所
有
の
確
認
を

前
提
し
た
金
納
地
租
の
寅
施
で
あ
り
、
モ
の
負
権
額
も
封
建
貢
租
に
比
し
て
大
幅
に
頼
滅
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
其
後
の
米

債
騰
貴
は
、
農
民
負
婚
を
一
階
斡
減
し
た
も
の
で
は
あ
る
が
、
米
債
が
騰
貴
し
た
か
ら
農
民
的
土
地
所
有
が
確
立
し
た
の
で
は
な
h
。

地
租
改
正
の
陸
且
的
意
義

第
同
十
七
各

第
四
国
叫

四



地
租
改
正
申
屋
氏
的
意
義

第
七
十
七
巻

第
四
掠

四

農
民
を
封
建
的
禁
締
か
ら
解
放
し
、
政
治
的
進
同
を
も
認
め
る
己
と
が
地
租
改
玉
の
貨
施
の
前
提
て
あ
り
、
農
民
的
土
地
所
有
が
進
展

し
て
い
た
か
ら
、
米
僚
が
騰
貴
し
て
も
地
租
全
土
引
上
げ
さ
せ
な
い
だ
け
の
抵
抗
力
を
も
っ

τ
い
た
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
α
畑
山

し
、
此
の
場
合
の
一
農
民
的
土
地
別
有
と
は
、
封
建
的
領
有
ま
た
は
園
家
的
封
建
土
地
所
有
に
射
し
て
、
貢
租
ま
た
は
地
租
を
負
捨
す
る

農
民
の
土
地
所
有
と
い
う
だ
け
の
意
味
で
あ
っ
て
、
貢
租
中
地
租
か
ら
分
離
さ
れ
た
耕
作
権
の
保
訟
で
は
な
か
っ
た
。
換
冒
す
れ
ば
、

替
政
時
代
以
来
の
地
主
小
作
闘
係
か

b
み
れ
ば
、
地
主
の
土
地
所
有
が
確
認
さ
れ
た
に
過
ぎ
ず
、
小
作
品
は
は
放
置
さ
れ
た
ま
ま
て
あ
っ

亡
、
地
主
小
作
間
に
は
曜
日
来
の
「
主
従
的
関
係
」
が
持
ー
制
さ
れ
、
地
租
負
権
者
た
る
地
、
王
が
耕
作
者
た
る
小
作
農
か
ら
年
貢
主
牧
納
す

る
こ
と
を
保
護
さ
れ
た
こ
と
に
も
な
る
。
し
か
し
、
地
租
改
正
は
、
こ
う
し
た
寄
空
地
主
的
土
地
川
有
の
み
を
法
的
に
確
認
し
た
り
で

も
な
円
。
要
す
る
に
、
地
租
改
正
は
貢
租
負
捲
者
た
る
本
百
姓
の
解
放
、
地
租
負
捲
者
た
る
自
作
農
民
の
土
地
所
有
の
確
認
を
巾
心
と

し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
其
後
の
金
約
地
租
の
盤
泊
と
念
激
な
貨
幣
経
済
の
強
制
に
よ
る
自
作
農
の
分
解
、
そ
し
て
寄
生
地
主
的
土
地
集

中
の
進
展
と
、
農
業
の
資
本
主
義
的
介
鮮
の
歪
曲
等
々
は
地
租
改
正
宜
施
以
一
後
の
結
問
端
で
あ
っ
て
、
前
提
で
は
な
い
。
こ
う
し
た
寄
生

地
主
制
の
展
開
に
つ
い
て
は
、
稿
を
改
め
て
述
べ
る
こ
と
と
し
、
こ
こ
ゼ
は
地
租
改
正
の
惇
史
的
窓
義
の
検
討
に
止
め
て
お
く
。

l(6)恒)(4) (3) (2) 

加
調
米
三
千
俵
tc
い
は
れ
た
山
口
の
百
宮
家
、
沼
控
業
で
間
作
地
、
主
た
る
大
道
円
上
閏
訳
、
田
畑
の
丘
地
集
中
の
み
な
ら
ず
代
官
所
貸
付
、
酒

場
加
調
を
も
か
ね
る
徳
佐
内
椿
家
等
そ
り
例
は
多
い
。

幕
末
の
農
山
且
居
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
幕
末
の
良
品
一
務
、
帝
政
改
革
」
山
口
経
済
革
雑
誌
六
ノ
一
、
二

明
拍
三
年
「
民
事
局
高
控
」
午
二
月
意
見
書
(
宅
利
丈
庫
)

明
泊
二
年
「
一
摂
一
件
怪
」
及
び
同
右
罪
欣
札
案
(
阿
)

同
右
「
民
事
局
商
控
」

1
二
年
九
月
石
下
伺
宰

明
拍
十
四
年
「
小
作
米
軍
調
一
件
」
(
山
口
勝
臨
)

貫主

(1) 



倒的凶悌 倒 ω同位9)(18)倒的同凶(ゆ (1可ω帥(剖 (8)(7) 

閣
製
酪
鑑
拙
稿
「
明
地
維
新
成
立
期
の
基
礎
構
造
山
口
経
博
皐
雑
誌
五
ノ
ド

L
、
」

前
掲
「
民
事
局
高
控
」
明
尚
二
年
間
一
帯

明
治
二
年
「
釆
地
芭
上
一
件
」
「
宋
地
均
一
相
」
(
同
)

前
掲
「
民
事
局
高
控
」
(
同
)

同

右

(

同

)

明
治
五
年
賦
腕
布
建
普
及
び
、
前
掲
「
見
事
局
高
佐
」
(
伺
)

明
治
五
、
六
、
七
年
脈
臨
布
建
拝
、
林
車
成
品
川
券
一
件
(
同
)

明
治
二
十
凶
県
金
子
雄
一
筆
稿
「
地
租
改
正
治
革
誌
」
所
載
、
間
帯
議
事
斡

明
治
七
年
前
開
厩
大
合
命
議
中
日
記
、
林
男
厳
罰

明
間
六
年
山
口
服
官
決
議
書
(
以
下
七
、
八
、
九
、
一

O
部
決
議
書
参
照
)

明
治
七
、

λ
年
協
同
曾
祉
曾
議
日
記

「
地
租
民
費
牧
師
澄
掛
川
川
件
概
略
」
世
間
榊
よ
り
明
治
」
l

年
迄
一
一
本
間
家
燕
)

前
錦
、
協
同
曾
枇
曾
議
日
記
、
阿
協
同
人
刊
祉
事
務
排
訟

明
治
十
五
年
、
古
賀
間
前
一
宇
稿
「
協
肘
骨
世
存
陵
論
」

「
世
外
井
上
伯
博
」
春
二

明
治
十
五
年
一
月
、
吉
諸
問
一
其
他
翠
稿
「
悶
結
之
主
旨
其
他
一

明
治
三
十
八
年
、
麻
農
事
試
験
場
の
依
加
に
主
り
各
村
か
ら
米
要
作
滑
車
を
報
告
し
た
も
の
で
あ
る
。
(
脈
隠
)

明
拍
十
八
町
「
山
口
脈
拍
慌
型
」
に
よ
れ
ば
公
費
見
分
E
う
け
た
吉
は
一
四
年
一
人
、
一
引
年
二
人
、
一
六
年
に
は
三
十
四
人
に
激
増
し
て
い
る
。

明
治
十
凹
年
、
牒
勧
業
課
~
よ
り
各
町
村
に
報
骨
を
求
め
た
も
の
で
あ
る
。

明
泊
二
十
年
、
「
土
地
問
査
竣
成
具
般
需
一
(
山
口
麻
臆
)

地
租
改
正
の
歴
史
的
意
義

第
七
十
七
巻

第
四
抵

四


